
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
宇治久世教職員組合 生活権利部発行 
℡44-6191  FAX44-8026 メール ujikuse@khaki.plala.or.jp 

【組合加入申込書】  

 ◆わたしも組合に加入します。 

 学校名          

 名 前          
◆お近くの組合員まで！ 

2005/9/6 

① 月例給引き下げ 0.3％、配偶者扶養手当 500 円減 

② 一時金（勤勉手当）の引き上げ 0.05月分 

年間 4.40→4.45（期末改定なし６月 1.4、１２月 1.6、計 3.0） 
※ ただし、「給与構造見直し」によって、0.03 月分
を一律ピンハネし成績上位者に配分 

【０５年】 ６月 ０．７（支給済み） 
 １２月 ０．７５（０．０５月引き上げ） 

【０６年】 ６月 ０．７２５－０．０１５＝０．７１ 
      １２月 ０．７２５－０．０１５＝０．７１ 
③ ４月に遡って、減額分を１２月の一時金で調整 

※ 減額調整額（４月分給与×8か月分＋６月期末勤勉手当）×0.3% 
■これら全体を差し引きすると行（一）40.3歳で年間4000円の賃下げに 
 

不利益不遡及の原則 
法律には、法的安定性を害

しないため、その制定や改正

が施行以前の関係に遡って

適用されない（不遡及）原則

がある。 
労働契約においても、遡っ

て不利益に変更すると勤務

関係の安定性を害し、公正さ

に欠ける。 
地方公務員は、条例で給与

が定められるので、「不利益

不遡及」が原則のはず。 
(もちろん遡っての差額支給
は不利益にはならず有効な

のは当然) 

① 今年改訂後の俸給表をさらに平均 4.8%引き下げる 

・ ３０歳代半ば以上は最大７％ 

・ 昇給率を低下させる（昇給カーブのフラット化） 

② これまでの調整手当をなくし、地域手当を新設 

【現行の国基準】3% 宇治市（10% 京都市、3% 向日市） 
【現行の府基準】8% 宇治市、城陽市、久御山町（その他の市町村にも） 
【新設地域手当】6% 宇治市（10% 京都市、6% 亀岡市、京田辺市、3% 向日市、木津町） 
③ 勤務成績を給与に反映させる 

・これまでの普通昇給と特別昇給を統合。査定昇給導入。教職員評価とリンクへ 

府では労使交渉で、賃金

改善と、職種間・地域間

格差を出来るだけ小さく

するなど、国を上回る内

容を獲得してきました。 

詳しくは組合配布

資料をご覧下さい 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地方公務員（京都府）】 
勧告をもとに府人事委

員会が１０月頃勧告 
 

【国会】 
給与法が改定され、国家公務

員の賃金が決まる 
 

日程は？ 
■２・３・４月・・・春闘 
  ※公務員賃金改善署名 

■８月・・・人事院勧告 
  ※人事委員会向け署名 

■９月・・・人事委員会交渉 
■１０月・・人事委員会勧告 
     ※府向け署名 

■１０・１１月 
・・・府教委と府職連で 

年末賃金確定交渉 
★ 条例「改正」、賃金確定 

 
 

【教員給料表について】 

昨年４月から「国準拠制」が廃止

され、府の人事委員会が教員給料表

の勧告をすることになりました。 
そのため、全人連（全国人事委員

会連合会）が、「参考給料表」を民間

の研究期間に委託して作成し提示し

ます。 
 

【年末交渉後、決定】 
京教組（京都教職員組合）、府職連（京

教組と府職員労働組合）の年末交渉を

へて確定し、条例改正で決定。 

労働条件を労使の交渉で

決めることが憲法で保障

されているからです。 

【国の人事院】 
官民実態調査などをもとに、毎年８月国

家公務員の給与勧告を内閣と国会に提出 
 

賃金の決定は、組合員だけでなく全ての人に関わ

ることです。夏季闘争では、８千人が中央行動に結

集し、みなさんのご協力で集めた人事院への要求署

名は４５万筆を超えました。（全教・教組共闘は目標を上回る１１万２千筆） 
この間のたたかいで、手当の新設などの新制度導

入は段階的に実施する「激変緩和措置」や新俸給表

での減額に対して差額を保障する「現給保障」に加

え、手当の算出基礎にも「現給保障」を含むなど、

一定の経過措置を盛り込ませることができました。 
今後も「同一労働同一賃金」の原則をふまえ差別

化と水準低下を許さない京都府独自の対応を求め、

引き続き働き掛けることが必要です。 
 
署名の数は大きな力となります。９月人事委員会

交渉に向けみなさんのご協力をお願いします。 

 

 

マイナス勧告と給与構造の大改悪反対！ 
「教職員賃金などの改善を求める署名」 

で、多くの声を届けましょう 


